
14 15

※1 高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費の支給を受

ける場合は、中野区へ申請が必要です。

※2 医療保険とは、国民健康保険・職場の健康保険・後期高齢者医療

制度などのことです。

　両制度の上限額を適用した後に、世帯内で1年間

の自己負担合計額のうち、一定の負担限度額を超え

た分が、高額医療合算介護サービス費として支給さ

れます。※1

◆介護保険と医療保険※2の自己負担額が高くなったら？

介護予防・日常生活支援

総合事業　世帯内で１か月のサービスにかかる利用

者負担のうち、下表の上限額を超えた分が、

高額介護サービス費として支給されます。※1
　介護予防・日常生活支援総合事業とは、

地域の高齢者のみなさんを対象として、介

護予防や日常生活の自立のための支援を行

う事業です。

利用の流れ

65歳以上の方

介護予防・日常生活支援総合事業介護予防・日常生活支援総合事業

・自立した

  生活が

  送れる方

介護予防・生活支援
サービス事業

・訪問型サービス

　（身体介護や生活援助）

・通所型サービス

　（運動やレクリエーションなど）

・生活支援サービス

　（配食や見守りなど）　　　など

一般介護
予防事業

介護予防に関

する教室や講

座に参加でき

ます。

負担額が高額になったら？

・要介護認定で非該当または

  要支援に認定された方

・基本チェックリストで

  生活機能の低下がみられる方

上限額（世帯合計）利用者負担段階区分

140,100円

93,000円

44,400円

個人15,000円個人15,000円

上限額（世帯合計）

年収約1,160万円以上

年収約770万円～約1,160万円未満

年収約383万円～約770万円未満

44,400円

24,600円

令和3年7月まで 令和3年8月から

24,600円・世帯全員が住民税非課税の方など

44,400円 44,400円・一般（住民税課税世帯で現役並み以外）

・老齢福祉年金受給者で世帯全員
が住民税非課税の方

・世帯全員が住民税非課税で前年
の合計所得金額と課税年金収入
額の合計が80万円以下の方

・生活保護の受給者
・利用者負担上限額を15,000円に減

額することにより、生活保護の受給
者とならない方

個人15,000円

15,000円

個人15,000円

15,000円
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介護予防・生活支援サービス事業

◆対象者

　要支援1・2と認定された方

　基本チェックリストでサービス事業対象者に該当し

た65歳以上の方

一般介護予防事業

◆対象者

　65歳以上のすべての方及びその支援のための活

動にかかわる方
◆サービス内容

●訪問型サービス

▼訪問介護事業者が提供するサービス
•予防訪問サービス（掃除や食事の支援及び入浴介

助、排せつ介助など）

•生活援助サービス（掃除や食事の支援など）

▼住民ボランティア等が提供する訪問活動事業
•シルバーサポート（シルバー人材センターの会員

による掃除や買い物の代行などの支援）ほか

▼なかの元気アップ訪問（短期集中予防サービス）
•3～ 6か月程度の短期間で生活の質の向上を目

指し、医療専門職が助言や支援を行うプログラム

◆事業内容（主なもの） 

●介護予防普及啓発事業
　　介護予防を広く普及啓発する

講演会やスポーツ・コミュニティ

プラザ等で行われる運動機能向

上や水中運動プログラムなど

●健康・生きがいづくり事業
　　高齢者会館などで行わ

れる運動・栄養・口腔・

認知症予防などの教室や

文化講座

●通所型サービス

▼通所介護事業者が提供するサービス
•予防通所サービス（生活機能向上のための運動

やレクリエーションなど。送迎あり）

•活動援助サービス（生活機能維持のための運動や

レクリエーションなど。送迎ない場合あり）

▼地域の自主活動団体等による通所事業
•高齢者会館ミニデイ（地域での介護予防を目的とし

たミニデイサービス。週1回昼食を含む3時間程度

の運動やレクリエーションなど）ほか

▼なかの元気アップセミナー（短期集中予防サービス）
•3～6か月程度の短期間で集中的に生活機能の改

善を目指す運動器の機能向上や口腔ケア等のプロ

グラム

●なかの元気アップ体操ひろば
　　椅子での運動となかの元

気アップ体操で元気な暮ら

しにかかせない筋力の保持

を目指します
※区内6会場とオンラインで

　実施しています


